
 

 

 

 

 旭川地方労働基準協会／中災防北海道サービスセンター 

 

労働安全衛生規則では、平成 18 年 10月 1 日より、新たに安全管理者を選任するにあたっ

て、「安全管理者選任時研修」を受講することが必要とされています。 

この研修は、最新の政省令に合わせたカリキュラムで構成し、リスクアセスメントや労働安

全衛生マネジメントシステムなど最新の手法を含めるなど、安全管理者の選任にあたっての要

件を満たした研修です。 

転勤、異動等により未選任状態とならないように、本研修修了者を複数人確保しておくこと

をお奨めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※都合により、講習が中止や延期、受講料・テキスト代が変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。 

 
 

１．開催日時  令和 8 年 7 月 6 日（月）９:００～１６:５０（休憩時間含む） 

        令和 8 年 7 月 7 日（火）９:００～１２:３０（休憩時間含む） 

 

２．会  場  旭川市ときわ市民ホール ４F 多目的ホール（旭川市５条通４丁目） 

 

３．受 講 料   会 員 １９，８００円  会員外 ２２，０００円 

         （テキスト代、消費税 10%を含む） 

         ※受講料の支払方法は原則振込みとなります。 

          （申込書受理後、請求書を発行いたします） 

４．申込方法  申込書に必要事項をご記入の上、5/12～6/23 の期間内に、旭川地方労働 

基準協会に FAX して下さい。 

 ※先着順に受付し、定員 50 名になり次第締め切りますので、事前に受付 

状況をご確認下さい。 

 

５．カリキュラム   

 

 

 

 

６．修 了 証  全課程を受講された方に、修了証書を交付いたします。 

 

７．そ の 他  申込後の受講取消は、開催日の前日までに申し出がない場合は、受講料を 

返金できませんので、ご了承願います。 

         

 

安全管理 ３．０時間 

安全教育 １．５時間 

リスクアセスメントの進め方 労働安全衛生マネジメントシステム ３．０時間 

関係法令 １．５時間 

選任要件を満たしていますか？ 

◆対象業種◆ 
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、

水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・

じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 
 

◆受講対象者◆ 
 上記の対象業種で、常時労働者が 50 人以上の事業場において、新たに安全管理者に選任を予定

されている方 
 
※10 人～49 人の事業場は、安全衛生推進者の選任が必要です。講習会開催日(R8.6.4～5、R8.11.16～17) 

旭川地方労働基準協会（インボイス発行事業者） 
〒070-0043 旭川市常盤通１丁目道北経済センター６階 
電話 0166-22-8621 FAX 0166-22-8687 

安全管理者選任時研修のご案内 



 

 

安全管理者選任時研修 参加申込書 
（申込日）     年   月   日 

受講日 令和 8 年７月 6 日・7日 労働者数 ☑をご記入下さい 

フリガナ  
□50 人未満  □50～99 人 
 
□100～299 人  □300 人以上 事業場名 

 

業 種 
 

所在地 
〒    － 

 

電 話 
 

FAX 
 

担当者名  担当者所属部課  

※ 
（フリガナ） 

受講者氏名 
生年月日 所属・役職名 

居住地  
(市町村のみ) 携帯番号 

 

(           ) 

 

男・女 

昭和・平成 

 

  ・  ・ 

   

 

(           ) 

 

男・女 

昭和・平成 

 

  ・  ・ 

   

 

(           ) 

 

男・女 

昭和・平成 

 

  ・  ・ 

   

受 講 料 

支払方法 
※原則振込となりますので、講習日の 10 日前までに納入願います。 

※会  員（ｺｰﾄﾞ№  81） 講習料 19,800 円×   名  ＝     円  ※入金日 

 ※会員外（ｺｰﾄﾞ№  82） 講習料 22,000 円×   名  ＝     円  

 

旭川地方労働基準協会 
〒070-0043 旭川市常盤通１丁目道北経済センター６階 

  TEL 0166-22-8621 FAX 0166-22-8687 

 

●申込書はコピーして使用いただけます。 

当協会ホームページからダウンロードもできます。http://www.asahikawa-lsa.jp  

送信先：旭川地方労働基準協会 ＦＡＸ ０１６６－２２－８６８７ 

旭川地方労働基準協会 検索 


